
新しく建て替わる市役所の情報をお届けします！

新しい市庁舎 Times

　近江八幡市は、市民病院跡地に交流や市民が主体として活動できる「市民広場」を市民のみなさまのご意見
を伺いながら検討を進めます。基本的な方針は次のとおりです。

市民広場の方針が決まりました（市庁舎整備基本計画）

市民広場のアイデアを募集します

市民のみなさま
からご意見を
募集します！
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●多様な市民の交流や協働を育む創造と集いの拠点

　いろんな活動ができて、子育て、高齢者、障がい者、外国人など、いろ
んな市民が集まって交流したり協働したりする、近江八幡市の象徴的な場
所にします。

●多用途に利用可能な屋外空間

　いざという災害時には広域な防災活動の空間として使い、平時は屋外の
イベントなどいろんなことに使える場所にします。

【市庁舎整備基本設計業務において事業者が提案した市民広場のイメージ図】

近江八幡の新しい
風景をつくる庁舎

実線の部分について　
市民のみなさまも
アイディアをお寄せください。

新庁舎建設敷地

（保健所跡地）

（区整東5号線）

市民広場

文化会館

広場意見募集

官庁街全体のにぎわい・交流の
活性化につなげていきます

※これは決定した整備の図面ではありません。
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お名前： 学区：　　　　　　　　学区

他市： □通勤、□通学

年代：　　　　　代

□中学生以下
キーワード：□にぎわい、□シンボリック、□集い・交流・協働、□イベント、□防災、□柔軟利用、□維持管理
ご意見のテーマとなるキーワードに　を入れてください。

近江八幡市 総合政策部 市庁舎整備推進室
TEL：0748-36-5577　FAX：0748-32-2695　
E-mail：010428@city.omihachiman.lg.jp　　https://www.city.omihachiman.lg.jp/

その他、庁舎に関するご意見をお寄せください。検討の参考にさせていただきます。

♢提出先・お問い合わせ♢ 庁舎建設全文や基本設
計概要については、右
の二次元コードから閲
覧できます。

【意見や提案の方法】 ・自由意見については公表をしない場合があります。
・設計図などの提案は対象外とさせて頂きます。
・ご意見等は、基本設計への反映を考えていますが、す
べてのご意見を反映できるものではありません。

・ご意見等に対する、個別の回答は行いませんのでご了
承ください。

意見を10月16日㈮
まで募集します。

キーワードとなるテーマ
（検討のヒント）

「にぎわい」「シンボリック
（象徴的）」「市民の集い・
交流・協働」「屋外イベン
ト」「防災」「フレキシブル
（柔軟な）利用方法」など
がキーワードです。ご提案
をお待ちしています。

【ご意見記入欄】

【その他、自由意見】

イメージ図や写真の添付もOKです。

・表面の市民広場の方針や検討のヒントをご確認ください。
・提案は、このチラシ又は任意の用紙を用いてください。
（参考様式は市HPに掲載しています。）
・応募は市庁舎整備推進室まで。（メール、FAX、持参など）
・ご意見は、取りまとめ後、HP等で公表を予定しています。
・お名前とお住まいの学区、年代を必ずご記入ください。
　（お名前以外は集計時に使用します。）
・他市からの通勤、通学の方は　　を入れてください。
差し支えなければ名前の下に勤務先や通学先をご記入
ください。

・名前の下にあるキーワードに　　を入れてください。
（複数チェック可）
・ご意見、絵、写真等の返却はいたしません。
・絵や写真などをHPやチラシに活用することがあります。

みなさまからの意見や提案をお待ちしております！

例えば… ●子どもから高齢者が安心して集え
るよう、バリアフリーで安全な芝
生広場を整備（○○学区60代）

●キッズスペースのあるカフェが
併設されていて、子育てやイベ
ントなどの情報交換ができる交
流の場として整備してほしい
（△△学区30代）

●普段は憩いの広場として、緑のあ
ふれる広場として利用でき、災害
時は避難所としてフレキシブルに
使える広場（□□学区40代）

●屋外ステージを整備し、市内の
中高生の音楽演奏の場やイベ
ントの開催ができる広場、カ
フェやキッチンカーなど飲食店
を呼び込み、その事業者による
定期的な清掃管理をしてもらう　
（××学区10代）

市民広場の
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